
地デジに関する相談内容の
集約と有効活用

平成２０年５月
総 務 省
情報通信政策局

資料２



地デジに関する相談等の窓口（総務省関係）

窓 口 主な相談等の種類 情報共有システム

総務本省
（情報通信政策局）

政策に対する意見・苦情（特に地デジの
意義、費用負担、周知広報に関するも
のが多い）、受信機器・設備改修の価格
の目安 等

対応記録を取り、当該課
内で共有している場合あ
り。いずれの課も記録は
義務付けてはいない。

総務省
地方総合通信局

上記に加え、受信エリア、個別の受信
障害・混信、共聴施設等補助金の問合
せ 等

一部の総通局から毎月１
回本省に苦情・相談一覧
の提供あり。

総務省地デジコー
ルセンター

地デジ全般に関する相談
（内容についてはｐ５参照）

相
内
談件数・内容の地域別
訳について、毎週本省

から総通局へ提供。

総務本省（行政評
価局）

管区行政評価局及
び行政評価事務所

国の行政全般についての苦情・相談等
を受け付ける。

相談内容についてデータ
ベース化し、本省・地方の
行政相談担当者間で共
有。

総務省
政策評価広報課

総務省の所掌事務に対する意見として
メール、手紙、電話等で提出され、担当
課に転送される。

担当課に転送するのみ。
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地デジに関する相談等の窓口（総務省関係以外）

窓 口 主な相談等の種類 総務省との
情報共有システム

各都道府県商業組合
「デジタル１１０番」

デジタル受信機・アンテナ設置工事、機
器の接続、受信不良 等

特に無し

ＣＡＴＶ技術協会 集合住宅・受信障害対策共聴施設の改
修、辺地共聴施設の改修 等

特に無し

メーカーの相談窓口 機器の操作方法、故障・修理案内等、Ｂ
－ＣＡＳカードの設定 等

特に無し

量販店の相談窓口 デジタル受信機・アンテナ設置工事、機
器の接続、受信不良 等

特に無し

ケーブルテレビ連盟 ケーブルテレビを含む地デジを受信する
方法、営業方法に対する苦情 等

特に無し

消費生活センター 悪質商法、ＣＡＴＶ事業者などの過度な
営業活動に関する苦情 等

ＰＩＯ－ＮＥＴを通じた情
報共有システムによる
情報共有

都道府県・市町村 共聴施設等補助金、各種相談窓口の照
会、悪質商法に関する情報 等

特に無し

放送事業者 受信方法、受信エリア、放送開始予定、受信
障害、地デジ番組の内容に関する問合わせ
等

特に無し
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相談等情報の一元化及び活用

情報の
集約

情報の
分析

対応の
検討

対策の
実施

総務省地上放送
課（地デジ相談
等担当）が、各
相談窓口等から、
定期的に情報を
集約。次頁「相
談等情報の一元
化の流れ」参照。

総務省地上放送
課（地デジ相談
等担当）が、集
約した情報を分
析し、対応が必
要な課題を抽出。

総務省内及び
「全国地上デジ
タル放送推進協
議会」（総務省
と放送事業者で
構成）等の場で
具体的な対応を
検討。

総務省で対策を
講じることがで
きるものは対策
を実施。関係業
界等の協力を得
て対策を講じる
場合には、関係
業界等に協力要
請等。

対応事例の蓄積
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総務省
地上放送課

（地デジ相談等担当）

相談等情報の一元化の流れ

総務省
コールセンター

毎週１回

都道府県・市町村
地方総合通信局

地方総合通信局

消費生活センター パイオネット

全国電機商業
組合連合会

ケーブルテレビ各社

日本ケーブル
テレビ連盟

地
域
放
送
課

メーカー
各社

デジタル放送推進協会
電子情報技術産業協会

共聴施設工事業者
日本ＣＡＴＶ
技術協会

毎週１回

毎月１回

毎週１回

毎月１回

毎月１回

適宜

総務省内
各担当課

適宜

４

毎月１回

適宜

適宜

各都道府県単位の
「デジタル１１０番」

※ 一部構築中あり

放送事業者

管区行政評価局
・行政評価事務所



（参考１）総務省コールセンターの概要

○ 相談件数・相談項目の一覧は毎日本省に報告。

○ １週間の相談件数・相談項目について、本省―地方総通局間で情報共有

○ １か月の地域別相談件数・相談項目について本省―地方総通局間で情報共有
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○「受信エリア・送信諸元」に関する相談は６５，２２７件(65.3%)、 「受信方法」に関する相談は６４，３１８件(64.4%)でそれ
ぞれ、相談者の約２／３が問い合わせている。

○放送事業者や電器店等を照会する相談が全体の約１／４を占めており、各段階における相談体制のさらなる充実が
求められる。

○受信障害・混信は２６，３１１件(26.3%)で、１８年度の5,505件に比較し大幅に増加。

○受信方法など、具体的・地域的な相談が増加する一方、デジタル放送の特徴など基本的な相談も減少はしていない。
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（参考２）パイオネットの仕組み

６

ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワーク・システム）
国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生

活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情報の収集を行っているシステム。

対応(助言･あっせん等)相談

相談情報の
データ入力

検索

公表

情報提供
依頼

回答

情報提供･要望

情報提供･要望

情
報
提
供

情
報
提
供

国民生活センター

ＰＩＯ－ＮＥＴ
（ホストコンピューター）

消費生活センター

消費者

調査・分析

国 会

中央省庁

法令に基づく照会
(裁判所・警察・弁護士会)

マスコミ

関係団体

各種媒体
・記 者 発表
・ホームページ
･出版物･テレビ



（参考３）デジタル１１０番の概要

一般消費者

全国統一
ナビダイヤル
0570‐010186

登録店
（組合員）

各都道府県
商組事務局

※ 一部構築中

全国統一の番号にＴＥＬ
※受付時間は各県事務局により異なる。

発信者番号により自動的に
地域を選択→各県事務局へ。
・費用が発生することの諾否確認
・依頼内容を受付
・必要に応じ各機関に転送
（行政、放送、ＣＡＴＶ 等） 等

依頼者宅に近く速やかに対応で
きる登録店（※）に対応依頼
※登録店は各種講習を受けている等の
資格要件が必要。

依頼者宅に連絡後、
訪問・対応。
※一般消費者は費用を負担

各機関へ転送
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（参考４）地上デジタル放送に関する国民からの意見例

○ デジタル放送を受信するために必要な機器（アンテナ改修等を
含む）についても具体的な情報をきちんと提供すべき。デジタル
受信機を購入したのに家に持ち帰ったところ、地デジが受信でき
なかった。

○ 昔買った薄型テレビで地デジが見られると思っていたところ、
アナログテレビであった。「薄型テレビ≠地デジ対応テレビ」で
あることをきちんと周知して欲しい。

○ ケーブルテレビで、アナログプランからデジタルプランに変え
ようと思ったら、ＢＳやＣＳを含む高いプランしかなかった。地
上波しか見ないので、安いプランを作って欲しい。

○ 受信障害対策共聴施設の改修について、原因者が適切な対応を
するよう指導して欲しい。また、改修について、国も支援をして
欲しい。
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